
国 民 年 金 情 報国 民 年 金 情 報 問い合わせ先　市民課市民年金係　☎0968（25）7211、各総合支所総務民生課

▼平成 28 年度の前納額

支払方法

６カ月前納
【上期】４月～９月分
【下期】10月～平成 29年３月分

１年前納
（４月～平成29年３月分）

２年前納
（平成28・29年度）

保険料額 割引額 保険料額 割引額 保険料額 割引額

毎月現金で納付 97,560 円 ― 195,120 円 ― 393,000 円 ―

現金で前納 96,770 円 790 円 191,660 円 3,460 円 ― ―

口座振替で前納 96,450 円 1,110 円 191,030 円 4,090 円 377,310 円 15,690 円

平成28年度の国民年金保険料月額は

　  16,260円です。
★ ４月から平成 29 年３月までの国民年金保険料の月額は、前年度より 670 円引き上げられ

16,260 円になります。
★ 平成 28 年度の納付書は、日本年金機構から４月上旬に送付されますので、金融機関、郵便局、

コンビニエンスストアで納付してください。口座振替やクレジットカードでも納付できます。
★ 口座振替には当月分保険料を当月末に振替納付することで、月々 50 円割引される早割制度や、

現金納付よりも割引額が多い６カ月前納・１年前納・２年前納もあり大変お得です。

※平成 29 年度の保険料額は 16,490 円です。
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近年、医療費が増加する一方、長引く景気低迷により国
民健康保険税の収入は低下しており、保険者を取り巻く
状況は非常に厳しくなっています。国民健康保険の現状
を知り、私たちにできることを考えてみましょう。

国保財政の危機
問い合わせ先　健康推進課国保・医療給付係　☎ 0968（25）7218
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（表１）平成 26 年度菊池市国保財政（収入）（円）

（表２）国保加入者１人当たりの医療費（円） （表３）菊池市が負担する医療費（千円）
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